
１ ジュネーブ条約締約国一覧表（抜粋）

※ 上記以外にもジュネーブ条約の適用を受ける国・地域があり、日本で有効な国際運転免許証を発行していることがあります
ので､ご留意ください。
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２ 国外運転免許証で運転することができる車両欄内容

Ａ：二輪の自動車（側車付きのものを含む、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム（900ポンド）を超え
ない三輪の自動車 ）。

Ｂ：乗用に供され、運転者席のほかに８人分を超えない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キ
ログラム（7,700ポンド）を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。

Ｃ：貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム（7,700ポンド）を超える自動車。この種類の自動車には、軽量の
被牽引車を連結することができる。

Ｄ：乗用に供され、運転者席のほかに８人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結する
ことができる。

Ｅ：運転者が免許を受けたＢ、Ｃ又はＤの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両

（注意点）
○ 車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう。
○ 「最大積載量」とは、車両の登録国の権限のある当局が宣言した積載物の重量の限度をいう。
○ 「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム（1,650ポンド）を超えない被牽引車をいう。

３ その他注意事項

(1) 代理申請の場合、委任状等が別途必要になる他、日本国等の運転免許証の有効期限の末日まで３月以上、免許証の有効がな
ければいけません。

(2) 国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給日から起算して１年です。
(3) 国外運転免許証で運転することができる国は、道路交通に関する条約（ジュネーブ条約）の締結国に限ります。
(4) 国外運転免許証で運転できる自動車は、国外運転免許証の表紙３ページ裏（写真添付ページ）のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ又はＥの欄
に公安委員会のスタンプを押印した指定区分に従い、各欄に掲げる自動車等の種類に限ります。

(5) 次の場合は、国外運転免許証を返納しなければなりません。
ア 当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は失効したとき。
イ 当該国外運転免許証の効力が停止されたとき。

(6) 。 、国外運転免許証の有効期間内であっても国外運転免許証に基づく自動車の運転が認められない場合があります 必要に応じ
同地の日本大使館等へ確認して同地の交通関係法令に違反しないよう十分注意していください （例：米国の一部の州では、。
州法等で居住者となった日から一定期間内に同州の運転免許証を取得しなければならないとされています）


